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6. 対応方針（原案）案 
 

○検証対象ダムの総合的な評価 

検証対象ダムの総合的な評価を以下に示す。 

洪水調節、流水の正常な機能の維持、異常渇水時の緊急水の補給について、目的別の総合評価

を行った結果、洪水調節について有利な案は「河道の掘削＋堤防のかさ上げ案」、「河道の掘削＋

輪中堤・宅地のかさ上げ案」、「河道の掘削＋輪中堤・宅地のかさ上げ＋水田等の保全（機能の向

上）案」 となり、流水の正常な機能の維持について最も有利な案は「水系間導水案」、 異常渇

水時の緊急水の補給について最も有利な案は、「丹生ダムＢ案」であり、次いで「丹生ダムＡ案」

であった。 

目的別の総合評価の結果が全ての目的で一致しないため、総合的に評価を行うと、戦後最大相

当の洪水に対する洪水調節の目的、流水の正常な機能の維持の目的については、「ダム建設を含

む案」は有利とはならないが、異常渇水時の緊急水の補給の目的については、「丹生ダムＢ案」

が最も有利な案となったが、関係府県からは、水需要など社会情勢の変化を踏まえると緊急性が

低いとする意見が出されているため、検証対象ダムの総合的な評価は、「『ダム建設を含む案』は

有利ではない」と評価した。 

 

○意見募集、関係住民及び学識経験を有する者からのご意見 

意見募集、関係住民及び学識経験を有する者からの意見聴取を行い、さまざまな観点から幅

広いご意見を頂いた。これらのご意見を踏まえ、丹生ダム建設事業の検証に係る検討報告書（原

案）案の作成等を行った。 

 

○関係地方公共団体の長からのご意見 

（今後、「対応方針（原案）」の作成及び丹生ダム建設事業の検証に係る検討に対する関係地

方公共団体の長からの意見聴取を実施し、その結果等により記述する予定） 

 

○関係利水者からのご意見 

（今後、「対応方針（原案）」の作成及び丹生ダム建設事業の検証に係る検討に対する関係利

水者からの意見聴取を実施し、その結果等により記述する予定） 

 

○事業評価監視委員会からのご意見 

（今後、「対応方針（原案）」の作成及び丹生ダム建設事業の検証に係る検討に対する近畿地

方整備局事業評価監視委員会からの意見聴取を実施し、その結果等により記述する予定） 
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○対応方針（原案）案 

「検証要領細目」に基づき、検証に係る検討を行った結果、丹生ダム建設事業については「中

止」することが妥当であると考えられる。 

 

中止に伴う事後措置は、それぞれの目的別に以下のとおりである。 

  

■洪水調節 

姉川・高時川の河川管理者である滋賀県が、現在、河川整備計画を策定中であり、治水対策

の検討にあたっては、検討主体が有利とした代替案である「河道の掘削＋堤防のかさ上げ」案

を基本として検討しており、その結果に沿って対応する。 

 

■流水の正常な機能の維持  

姉川・高時川の河川管理者である滋賀県が、現在、河川整備計画を策定中であり、高時川の

瀬切れ対策については、当面は、現実的な対応策（河道形状の工夫による魚類の一時避難場所

の確保等）を、学識経験者等の意見も取り入れながら検討しており、その結果に沿って対応す

る。 

 

■異常渇水時の緊急水の補給 

中長期的な利水の動向を勘案しながら、淀川水系の水利用が近畿圏の産業と経済を安定的に

支えることができるように、今後、近畿地方整備局において必要な措置を検討していくことと

する。 

 

また、将来的な目標達成に向けた対応を検討する際には、これまでの丹生ダム建設事業にお

ける検討内容も活用する。 

 

なお、中止後の地域振興については、これまでのダム事業の経緯を踏まえ、関係機関ととも

に実施する。 

 


